
令和元年５月２２日

１．概 要

道路を通行する車両は、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、

幅や重量、高さ等が制限されています。 

それらの制限値を超える車両、いわゆる「特殊車両」が道路を通行するためには、

通行する道路の管理者の許可（「特殊車両通行許可」）が必要です。特に、車両総重量

の制限値を超えた車両は、道路橋や舗装等といった道路の構造物の劣化を早め、とき

には重大な交通事故を引き起こすことがあります。 

三重河川国道事務所は、三重県警察松阪警察署の協力を得て、特殊車両の指導及び

取締りを次のとおり実施します。 

２．取締り日時及び場所

◎日 時：令和元年５月２３日（木）１４：００～１６：００

（解禁日：令和元年５月２３日（木）１７：００）

※予備日：令和元年５月３０日（木）１４：００～１６：００

（解禁日：令和元年５月３０日（木）１７：００）

※天候の状況等により中止する場合があります。

◎場 所：一般国道２３号上り３８．２ｋｐ 三雲取締基地

（松阪市中道町花ノ木地内）（別紙１参照）

※取材を希望される方は下記問合せ先までご連絡下さい。

３．配付資料 別紙１：取締り現場位置図 

別紙２：違法重量超過車両が道路に与える影響 

４．配布先 三重県政記者クラブ、第二県政記者クラブ、松阪記者会

５．問合せ先  国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所
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地域の明日へ、地域とともに。 

国土交通省中部地方整備局 

三重河川国道事務所

特殊車両の指導及び取締りを実施します

～道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために～

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル#9910 （通話料無料・２４時間受付）
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１．車両の幅、重量、高さ等の最高限度 

別紙２① 違法重量超過車両が道路に与える影響 

 道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、車両の幅、重
量、高さ等の最高限度は、車両制限令で定められています。この制限値を超
える車両が道路を通行するためには、通行する道路の管理者から「特殊車
両通行許可」を受ける必要があります。 



 大型車１台が軸重１０トンの基準よりも２トン超過した場合、構造物に対して

約９倍の重さがのることになり、わずかな重量オーバーであっても道路への
ダメージが大きくなります。 

２．軸重と道路橋劣化の関係 

別紙２② 違法重量超過車両が道路に与える影響 



 通行車両のうち、違法に重量制限を超過した大型車両の通行は、わずか 
０．３％ですが、そのわずかな違法車両通行が道路橋に与える影響は、全体
の約９割を占めます。 

別紙２③ 違法重量超過車両が道路に与える影響 
３．違法大型車両が道路橋の劣化に与える影響 
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